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SDGs の取り組み 

 

SDGs とは、2001 年に策定されたミレニアム開発目標（MDGs）の後継として、2015

年 9 月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」にて

記載された 2016 年から 2030 年までの国際目標である。持続可能な世界を実現する

ための 17 のゴール・169 のターゲットから構成され、地球上の誰一人として取り残さな

い（leave no one behind）ことを誓っている。SDGs は発展途上国のみならず、先進国自

身が取り組むユニバーサル（普遍的）なものであり、三郷市水道事業においても、SDGs

の達成に資する事業を推進していく。 

 

 

SDGs ： Sustainable Development Goals 

 

１．SDGs（持続可能な開発目標）とは 
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第 5 次三郷市総合計画において、「まちづくり方針 4：都市基盤の充実した住みやす

いまちづくり」の「4-2-4 良質な水の安定供給」で「６．安全な水とトイレを世界中に」がＳ

ＤＧｓに向けた方向性として示されている。 

 

６．安全な水とトイレを世界中に 

だれもが安心して利用することのできる水を安定して供給する

ため、施設の適切な維持・更新を図る。 

 

 

[その他関連する項目] 

 

３．すべての人に健康と福祉を 

残留塩素濃度管理については配水管網の見直しによる各使

用者までの水道水の到達時間短縮と、浄配水場の塩素注入

量低減により、地域間における塩素濃度の平準化を目指す。 

 

７．エネルギーをみんなに そしてクリーンに 

ポンプなどの設備更新時には、インバータ制御されたポンプを

導入するなど、省エネルギー設備の導入を図り、再生可能エ

ネルギー導入についても検討を行う。 

 

１１．住み続けられるまちづくりを 

災害時に迅速な応急給水活動が実施できるよう、継続的に職員

による訓練を行い応急給水体制の充実を図る。 

２．SDGｓ（持続可能な開発目標）の取り組み 
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